
⻄新⼩岩五丁⽬地区
防災街区整備地区計画（素案）
説明会
令和６年４⽉20⽇(⼟) 新⼩岩北地区センター ホール
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主催︓⻄新⼩岩五丁⽬地区まちづくり推進協議会
事務局︓葛飾区都市整備部街づくり推進担当課



本⽇の内容 ４．今後の進め⽅
５．防災⽣活道路の拡幅整備に関する情報提供

２．これまでの取組み
１．開会
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３．⻄新⼩岩五丁⽬地区防災街区整備地区計画
（素案）の説明

６．質疑応答・意⾒交換



１．開会
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2．これまでの取組み
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⻄新⼩岩五丁⽬町会から防災街づくりの取組への要請⻄新⼩岩五丁⽬町会から防災街づくりの取組への要請

総合危険度・⽕災危険度のランク５に位置付け（第8回）総合危険度・⽕災危険度のランク５に位置付け（第8回）

防災街づくり計画の策定防災街づくり計画の策定

第１回アンケート調査の実施第１回アンケート調査の実施

第１回まちづくり推進協議会第１回まちづくり推進協議会

令和４年４⽉

令和５年２⽉25⽇

令和４年11⽉

平成26年〜

平成30年

第２回アンケート調査の実施第２回アンケート調査の実施令和５年５〜６⽉

（１）これまでの取組み

第２回まちづくり推進協議会第２回まちづくり推進協議会令和５年７⽉２⽇
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第３回アンケート調査の実施第３回アンケート調査の実施令和５年９⽉

第３回まちづくり推進協議会第３回まちづくり推進協議会令和５年10⽉15⽇

第４回アンケート調査の実施第４回アンケート調査の実施令和５年12⽉

第４回まちづくり推進協議会第４回まちづくり推進協議会令和６年1⽉28⽇

地区計画（素案）説明会地区計画（素案）説明会令和６年４⽉20⽇
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方針
２

方針
１

建物の不燃化の促進（防災街区整備地区計画）

防災生活道路の拡幅整備（密集事業）

（２）まちづくりの進め⽅
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【第2回アンケート】
・建築物の構造に関する

防⽕上必要な制限
・敷地⾯積の最低限度

（３）建物の不燃化の促進
防災街区整備地区計画（素案）作成までのスケジュール

第４回アンケート調査第４回アンケート調査

第４回まちづくり推進協議会令和６年１⽉28⽇

令和５年12⽉

第２回アンケート調査第２回アンケート調査令和５年５〜６⽉

第２回まちづくり推進協議会第２回まちづくり推進協議会令和５年７⽉２⽇

第３回アンケート調査第３回アンケート調査

第３回まちづくり推進協議会第３回まちづくり推進協議会令和５年10⽉15⽇

令和５年９⽉ 【第3回アンケート】
・垣・柵の構造
・建物の形態・意匠の制限

【第4回アンケート】
・地区防災施設
・壁⾯の位置の制限
・壁⾯後退区域における

⼯作物の設置の制限
地区計画（素案）の作成
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まちづくり推進協議会⇒事前に⾏ったアンケート調査の結果報告と
次回アンケートの内容について意⾒交換
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３．⻄新⼩岩五丁⽬地区防災街区整備
地区計画（素案）の説明
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■⻄新⼩岩五丁⽬地区防災街区整備地区計画（素案）
の説明内容

（１）地区計画とは
（２）防災街区整備地区計画とは
（３）防災街区整備地区計画の対象区域、⾯積
（４）防災街区整備地区計画の⽬標、⼟地利⽤の⽅針
（５）防災街区整備地区計画で定めるルール
（６）⼤震災発⽣時の延焼シミュレーションによる効果の検証



（１）地区計画とは
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■地区計画
地区の課題や特徴を踏まえ、住⺠と区が連携しながら、地区の⽬指

すべき将来像の実現に向け、道路や建替えルール等を都市計画に位置
づけて「まちづくり」を進めていく⽅法

【地区計画等の種類】
■地区計画

・⼀般型…良好なまちづくりを推進
・特例的な活⽤…⾼度利⽤型、街並み誘導型 等
・再開発等促進区
・開発整備促進区

■その他の地区計画
・沿道地区計画
・防災街区整備地区計画…災害時における延焼防⽌、避難路の確保 等
・歴史的⾵致維持向上地区計画
・集落地区計画

今回本地区で定める地区計画



（２）防災街区整備地区計画とは

建築物の敷地⾯積
の最低限度

壁⾯後退区域における
⼯作物の設置の制限
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■防災街区整備地区計画
⽊造住宅密集地域における避難路の確保や⽕災・地震による延焼被害

の軽減を図るため、道路の拡幅の範囲や建替えルールを定める

壁⾯の位置の制限

建築物の構造
に関する防⽕
上必要な制限

垣⼜はさくの
構造の制限

地区防災施設
（道路）

細分化防⽌



（３）防災街区整備地区計画の対象区域、⾯積

防災街区整備地区（22.4ha）

幹線道路沿道地区
（1.9ha）

住⼯調和地区
（19.1ha）

※本図⾯については、今後関係機関との協議により変更になることがあります。

道路中心

道路境界から20ｍ

都市計画線から30ｍ

近隣商業地区
（1.4ha）
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（４）防災街区整備地区計画の⽬標、⼟地利⽤の⽅針
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■防災街区整備地区計画の⽬標

■⼟地利⽤の⽅針

・本地区は、中川、補助140号線（平和橋通り）に隣接し、基盤整備が
充分ではないまま形成された住⼯が混在した市街地です。

・都市計画マスタープランでは、「住⼯調和型地域」として、⼯場の操業
環境と周辺の居住環境が調和した市街地の形成を図るとともに、
「災害に強い街づくりを検討する地域」「地区計画等の活⽤を検討する
地域」として位置づけられています。

・地域との協働により防災⽣活道路の拡幅整備や建築物の不燃化等を促進し
「災害に強く安⼼・快適に住み続けられる市街地の形成」を⽬指します。

地区名 ⾯積 ⼟地利⽤の⽅針 

住⼯調和地区 19.1ha 
住宅と⼯場が混在する地区として、建物の建替え促進、
道路等の基盤整備などにより、防災性の向上及び市街地
環境の改善を図りながら、住環境と⼯場の操業環境との
調和を誘導する。 

幹線道路沿道
地区 1.9ha 沿道建物の不燃化の促進により、災害時における延焼遮

断帯及び避難路としての機能の向上を図る。 
近隣商業地区 1.4ha 住宅と店舗等が調和した⼟地利⽤を誘導するとともに、

建築物の不燃化等により、防災機能の向上を図る。 
 



（５）防災街区整備地区計画で定めるルール
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1）地区全体のルール

２）防災⽣活道路A路線、B路線沿道地区のルール

⻄新⼩岩五丁⽬地区 防災街区整備地区計画（素案）
で定めるルール

①建築物の構造に関する防⽕上必要な制限
②建築物の敷地⾯積の最低限度
③垣⼜はさくの構造の制限

①地区防災施設への位置づけ
②壁⾯の位置の制限
③壁⾯後退区域における⼯作物の設置の制限



防災街区整備地区（22.4ha）

※本図⾯については、今後関係機関との協議により変更になることがあります。

補助140号線
（平和橋通り）

道路中心

防災⽣活道路A路線
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①建築物の構造に関する防⽕上必要な制限

準防⽕地域

防⽕上必要な制限を
定める区域

防⽕地域

１）地区全体のルール（防⽕地域を除く）

（５）防災街区整備地区計画で定めるルール
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①建築物の構造に関する防⽕上必要な制限

出典︓板橋区ＨＰ

■⽬的︓不燃化の促進

●準防⽕地域内の建築物は、延べ⾯積が500㎡を超える建築物は
耐⽕建築物等とし、その他の建築物は耐⽕建築物等⼜は
準耐⽕建築物等としなければならない。

（５）防災街区整備地区計画で定めるルール
１）地区全体のルール（防⽕地域を除く）
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防⽕造
建築物
500㎡
以下

準耐⽕建築物
1.500㎡以下

耐⽕建築物４階以上

３階

２階

１階

現状の制限 「建築物の構造に関する防⽕上
の規制」 を定めた場合

準耐⽕
建築物
500㎡
以下

耐⽕建築物４階以上

３階

２階

１階

※幹線道路沿道地区は
防⽕地域のため除く。

（５）防災街区整備地区計画で定めるルール

①建築物の構造に関する防⽕上必要な制限 ■⽬的︓不燃化の促進

１）地区全体のルール（防⽕地域を除く）
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60㎡90㎡150㎡

150㎡ 80㎡ 70㎡

［⼟地の分割の例］

●建築物の敷地⾯積の最低限度を６６㎡とする。

（５）防災街区整備地区計画で定めるルール

②建築物の敷地⾯積の最低限度 ■⽬的︓密集化による延焼の抑制

１）地区全体のルール
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ただし、以下の場合は除外する。
●本地区計画の決定の際、現に建築物の敷地として使⽤されている
⼟地で新たに分割しないもの

●防災⽣活道路の拡幅整備への協⼒により⼟地が分割された場合

決定⽇前 決定⽇後

60㎡ 60㎡

【例】

【例】

80㎡ 55㎡

拡幅整備
への協⼒に
より減少

②建築物の敷地⾯積の最低限度 ■⽬的︓密集化による延焼の抑制

（５）防災街区整備地区計画で定めるルール
１）地区全体のルール
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③垣⼜はさくの構造の制限 ■⽬的︓災害時の倒壊や道路閉塞を防ぐ

生垣 透過性のある
柵・フェンス

●道路や広場に⾯して設ける垣⼜はさくは、⽣け垣⼜はフェンス、
鉄柵とする。

（５）防災街区整備地区計画で定めるルール
１）地区全体のルール
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●ただし、⾼さが０.６ｍ以下の部分については、コンクリート
ブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造⼜はこれらに類す
る構造とすることができる。

ブロック塀

0.6ｍ以下

レンガ造

0.6ｍ以下

鉄筋コンクリート造

0.6ｍ以下

③垣⼜はさくの構造の制限 ■⽬的︓災害時の倒壊や道路閉塞を防ぐ

（５）防災街区整備地区計画で定めるルール
１）地区全体のルール



（５）防災街区整備地区計画で定めるルール
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1）地区全体のルール

２）防災⽣活道路A路線、B路線沿道地区のルール

⻄新⼩岩五丁⽬地区 防災街区整備地区計画（素案）
で定めるルール

①建築物の構造に関する防⽕上必要な制限
②建築物の敷地⾯積の最低限度
③垣⼜はさくの構造の制限

①地区防災施設への位置づけ
②壁⾯の位置の制限
③壁⾯後退区域における⼯作物の設置の制限
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①地区防災施設への位置づけ
②壁⾯の位置の制限
③壁⾯後退区域における⼯作物の設置の制限

■⽬的︓延焼抑制、
避難経路の確保、
消防活動の円滑化

①地区防災施設への位置づけ
②壁⾯の位置の制限
③壁⾯後退区域における⼯作物の設置

の制限

点線の区域において、下記のルールを定める

防災⽣活道路
（幅員６ｍ以上）

２）防災⽣活道路A路線、B路線沿道地区のルール

（５）防災街区整備地区計画で定めるルール
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①地区防災施設への位置づけ
●⽕災時の延焼抑制や安全な避難路、地区の消防活動を円滑に進める

空間を確保するため、防災⽣活道路を地区防災施設として定める。

※本図⾯については、今後関係機関との協議により変更になることがあります。

（５）防災街区整備地区計画で定めるルール
２）防災⽣活道路A路線、B路線沿道地区のルール
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【建替え前】

●防災⽣活道路の拡幅線を越えて、⾨・塀・看板等を設置してはならない。
●防災⽣活道路の拡幅線を越えて、建物（建築物）を建築してはならない。

道路拡幅線
の位置

防災⽣活道路
幅員６ｍ以上

道路拡幅線
の位置

道路拡幅線
の位置

既存道路

道路拡幅線
の位置

事業にご協⼒頂いた場合
の建替え後または事業終
了後の建替え後

【

】

②壁⾯の位置の制限／③壁⾯後退区域における⼯作物の設置の制限

（５）防災街区整備地区計画で定めるルール
２）防災⽣活道路A路線、B路線沿道地区のルール



（６）⼤震災発⽣時の延焼シミュレーションによる効果の検証
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①現状
②防災⽣活道路の整備＋準耐⽕造への⾃然更新

（10棟/年の⾃然更新で、10年後を想定…100棟）

防災⽣活道路の整備及び建替えルールの効果ケース１

１）防災⽣活道路の整備と建替えルールによる効果

①現状
②街区内で50棟（約２割）の建物が準耐⽕造に更新

（５棟/年の⾃然更新で、10年後を想定）

ケース２ 建替えルールによる、燃えにくい建物（準耐⽕造以上）
への建替えの効果

２）延焼シミュレーションの結果
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・幅員６ｍ以上の道路が整備され、消防活動困難区域はほぼ解消
・消防⾞をはじめ、緊急⾞両の活動がスムーズに

※消防活動困難区域とは？
消防⾃動⾞の出⼊りができる
連続性のある幅員６ｍ以上の
道路からホースが到達する
距離１４０ｍ以上離れた区域

図 消防活動困難区域イメージ

①平常時の効果⇒消防活動困難区域の解消

（６）⼤震災発⽣時の延焼シミュレーションによる効果の検証
１）防災⽣活道路の整備と建替えルールによる効果
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・⽕災時の延焼の抑制⇒被害の軽減、避難の時間を稼ぐ
②⼤震災発⽣時の効果

拡幅線に係る建物

防災生活道路（地区防災施設）
幅員6m以上

不燃化建替え（地区全体）

避難ルート
の確保

地震などによる
火災発生

一時集合場所
避難場所へ

壁面の位置の制限
壁面後退区域の工作物の設置の制限

（６）⼤震災発⽣時の延焼シミュレーションによる効果の検証
１）防災⽣活道路の整備と建替えルールによる効果
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・延焼建物数︓122棟、延焼⾯積︓6,563㎡
・防災⽣活道路の南側への延焼が⽬⽴つ

B路線南側は
広範囲で延焼

A路線の南側
に延焼

出⽕点

（６）⼤震災発⽣時の延焼シミュレーションによる効果の検証
２）延焼シミュレーションの結果

ケース１ 防災⽣活道路の整備及び建替えルールの効果

出⽕点

出火から～時間後に発火

・延焼建物数︓26棟、延焼⾯積︓1,392㎡
⇒①の約２割まで減少

・防災⽣活道路の整備だけでなく、建物の
不燃化も進めることで、更に燃えにくい
まちが実現される

①現状 ②防災⽣活道路の整備＋
準耐⽕造への⾃然更新

防災⽣活道路
南側まで延焼

しない

※愛媛大学防災情報研究センター 二神研究室開発の
火災延焼シミュレーターを使用しています。

風向き：北西
風速：8ｍ/s
出火から60分後

風向き：北西
風速：8ｍ/s
出火から60分後
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出⽕点

・延焼建物数37棟、延焼⾯積︓1,250㎡
⇒いずれも①の約3割に減少

・建物の不燃化により、被害が⼤幅に減少

・延焼建物数104棟、延焼⾯積4,434㎡
・出⽕点が1か所にも関わらず、街区内

の約半分の建物に延焼が広がっている

①現状 ②街区内で50棟（約２割）
の建物が準耐⽕造に更新

（６）⼤震災発⽣時の延焼シミュレーションによる効果の検証

ケース２ 建替えルールによる、燃えにくい建物への建替えの効果
出火から～時間後に発火

※愛媛大学防災情報研究センター 二神研究室開発の火災延焼シミュレーターを使用しています。

風向き：北西
風速：8ｍ/s
出火から60分後

風向き：北西
風速：8ｍ/s
出火から60分後

出⽕点



39

４．今後の進め⽅



令和７年３⽉

令和６年４⽉20⽇ 地区計画（素案）説明会

令和６年７⽉頃
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今後のスケジュール

地区計画（原案）説明会
地区計画（原案）の公告・縦覧
意⾒書提出（都市計画法16条）

地区計画（原案）説明会
地区計画（原案）の公告・縦覧
意⾒書提出（都市計画法16条）

令和６年11⽉頃
地区計画（案）の公告・縦覧
意⾒書提出（都市計画法17条）
地区計画（案）の公告・縦覧
意⾒書提出（都市計画法17条）

街づくり
ニュース
街づくり
ニュース

地区計画の都市計画決定地区計画の都市計画決定

葛飾区都市計画審議会葛飾区都市計画審議会

葛飾区都市計画審議会葛飾区都市計画審議会

協議会
ニュース
協議会

ニュース

令和６年10⽉頃

街づくり
ニュース
街づくり
ニュース

地区計画（素案）の作成地区計画（素案）の作成
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今後のスケジュール
地区計画（原案）の公告・縦覧
意⾒書提出（都市計画法16条）
地区計画（原案）の公告・縦覧
意⾒書提出（都市計画法16条）

令和６年７⽉頃

・区が都市計画案を作成するにあたり、住⺠の皆様の意⾒を反映させ
るため、説明会を開催するとともに、案の内容を住⺠の皆様に周知
及び公開します。

・案について意⾒がある場合、区に意⾒書を提出できます。
⇒今回、区では意⾒書をWEBフォームでも提出できるように

しますので、ご活⽤下さい。

令和６年11⽉頃 地区計画（案）の公告・縦覧
意⾒書提出（都市計画法17条）
地区計画（案）の公告・縦覧
意⾒書提出（都市計画法17条）

・区が都市計画を決定するにあたり、決定する理由を添えて、都市計
画案の内容を広く住⺠の皆様に周知及び公開します。

・案について意⾒がある場合、区に意⾒書を提出できます。
⇒ 同上（WEBフォームでも提出可）



５．防災⽣活道路の拡幅整備に関する情報提供
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防災⽣活道路の拡幅整備に関する情報提供

令和5年度

説明会・面談会

防災生活道路Ａ路線、Ｂ路線
の沿線対象となる皆様に、事業
内容をご説明いたします。

事
業
説
明
会

区は、事業計画書を作成し、国
や東京都への事業着手の手続きを
行います。

道路拡幅線をもとに、事業に
関係する用地の面積などを把握
するために、測量します。

測量後、境界確認の立会をお
願いします。

用地測量 事業着手の手続き

令和６年度以降

建物調査など

道路拡幅線が建物や工作物に
影響がある場合、建物等を調査
させていただきます。また、用
地取得・補償・契約の締結等の
手続きについて、ご説明いたし
ます。

対象となる皆様に、具体的な
補償内容と今後のスケジュール
について説明いたします。

用地説明会・面談会

⽤
地
説
明
会

用地折衝・協議

対象となる皆様と、土地の取得・
家屋移転などについて、個別に協議
させていただきます。

＜令和５年度＞

＜令和６年度＞

済 済 済



６．質疑応答・意⾒交換
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ご参加いただき、有難うございました

葛飾区 都市整備部 都市計画課 地域街づくり担当係
〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1
担当：廣瀬・富樫 電話：03-5654-8332

街づくりに関するご意⾒・お問い合わせ先
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